
　毎月第3木曜日、人権や行政に関する相談について皆さま
からの相談をお受けしています。
▶相 談 日　午前9時30分～11時30分
▶場　　所　「広報みずほ」で毎月お知らせします。

地域で新しい仲間をつくろう
問 協働推進課�☎557-7608

　地域に住む人々が互いに支えあい、気軽
に協力できる温かい人間関係を育みなが
ら、住みやすい地域づくりを目指し、活動
している自主的な団体です。

町内会・自治会とは

　お住まいの地域の町内会長・自治会長に
加入の意思をお伝えください。連絡先等が
分からない場合は、協働推進課までお問い
合わせください。

町内会・自治会への加入方法

■環境美化運動
　缶やビンなどの資源の回収や町内清掃などを行い、きれい
な町づくりに取り組んでいます。
■防災活動
　いざという時には地域でのつながりが大切です。防災訓練
や資器材の配備など災害に備えて日頃から活動しています。
■防犯・交通安全運動
　防犯パトロールや春秋の交通安全運動など安心して生活で
きるよう活動しています。
■情報交換
　町や地域の生活に役立つ情報を回覧板や掲示板などにより
提供しています。
■親睦活動
　隣近所との心のふれあいが一番。納涼祭
や盆踊り大会、餅つき大会など誰でも気軽
に参加できるイベントを実施しています。

町内会・自治会の活動

相談
法律相談� 問 総務課�☎557-0501

身の上・行政相談� 問 協働推進課�☎557-7608

　育児や健康に関する相談を保健師・管理栄養士・歯科衛生士
がお受けします。費用は無料です。
▶相 談 日　毎週火曜日　�午前9時30分～11時
　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　※歯科相談は第2・第4火曜日のみです。
　　　　　　※�成人の相談は予約制です。事前に保健セン

ターへご連絡ください。
▶場　　所　保健センター
　　　　　　※電話による相談も随時受け付けています。

健康・育児・栄養・歯科相談
問 保健センター�☎557-5072

　18歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談を随
時お受けしています。また、児童虐待に関する通告先となって
います。
▶相 談 日　月～土曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　�午前9時～午後5時
▶場　　所　子ども家庭支援センター「ひばり」

子どもと家庭に関する相談
問 子ども家庭支援センター「ひばり」�☎568-0051

　発達障がいに関する相談を心理職がお受けします。
▶相 談 日　要相談（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
　　　　　　�※1人約40分程度

発達障がい相談「にじいろ」� 問 福祉課�☎557-0574

　友人関係、不登校、学習、進路で迷っているなど、さまざまな
悩みについて教育相談員による相談を行っています。費用は
無料です。電話予約が必要です。
▶相 談 日　月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分
▶場　　所　教育相談室

教育相談� 問 教育相談室�☎557-0312

くらし・相談

　法律に関する問題について、弁護士が相談をお受けしてい
ます。（予約制）
▶相 談 日　毎月第3木曜日　午前9時～11時40分
　　　　　　予約受付は、相談日の前日のみです。
▶場　　所　予約受付時にお知らせします。
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　悩みや不安を解消、問題解決に向けて、専門相談員が相談を
お受けします。内容は、①よろず相談、②身近な法律相談（要予
約）、③心の相談（要予約）、④成年後見利用相談（要予約）、⑤終
活（相続・遺言など）あんしん相談（要予約）となっています。
▶場　　所　ふれあいセンター　など

総合相談事業� 問 社会福祉協議会�☎557-0165

　経営のことでお困りの方は、お気軽に相談ください。

経営相談� 問 商工会�☎557-3389

◦パート先には年休がない。
◦賃金・残業代が支払われない（約束より少ない）。
◦解雇されたが納得できない。
◦休日・休暇・休憩時間が与えられない。
◦仕事に関するストレスで悩んでいる。
◦�労働保険・社会保険・セクハラ・いじめなど労働問題全般に
関する相談をしたい。
▶相談時間　午前9時～午後5時（正午～午後1時を除く）

職場内での悩み相談
問 東京都労働相談情報センター多摩事務所（立川市柴崎町3-9-2�6階）

☎595-8004

　交通事故の被害者や加害者の損害賠償問題、示談のしかた、
保険の手続きなど、交通事故に関連するいろいろな問題につ
いて、専門相談員が相談に応じます。
▶相 談 日　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
▶相談時間　午前9時～午後5時

交通事故相談
問 東京都生活文化局広報広聴部都民の声課�☎03-5320-7733

　パソコンによる求人検索、窓口での職業相談や求人企業へ
の職業紹介業務を行っています。
※�失業給付など雇用保険に関する業務は、ハローワーク青梅
（本所）で行っています。
▶場　　所　箱根ケ崎2335（役場庁舎3階）
▶利用時間　午前9時～午後5時
　　　　　　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

求人情報
問 瑞穂ハローワーク求人情報コーナー�☎568-5141

　生後91日以上の犬を飼うときは、町への登録と年1回の狂
犬病予防注射が飼い主に義務付けられています。町では4月
に、町内6会場で登録と狂犬病予防注射を行っています。登録
済みの犬の飼い主の方へは毎年3月頃に、ハガキでお知らせ
します。未登録の犬も会場で登録・接種できますので、環境課
へお問い合わせの上、直接会場へお越しください。
▶費用　�3,750円（予防注射3,200円、注射済票550円）�

※金額は変更の可能性あり
　新規登録の場合は、別に登録手数料3,000円が必要です。
　病気予防のための各種ワクチン接種については、かかりつ
け獣医にご相談ください。

また、飼い犬が亡くなった場合は、環境課までご連絡をお願いします。

犬の登録と注射� 問 環境課�☎557-0544

ペット� 問 リサイクルプラザ�☎557-7612

　飼われていた動物（犬・猫・小動物）が亡くなった場合、動物
専用のお寺で合同火葬、供養を行っています。希望する方は、
環境課へご相談ください。
なお、遺骨は、お返しすることができません。ご了承ください。
▶飼い犬（登録してある犬のみ）　1体につき3,000円
▶飼い猫　1体につき3,000円
▶小動物　1体につき3,000円

ペットが亡くなったときは

東京都動物愛護相談センター多摩支所　☎581-7435
　路上等で犬、猫等が亡くなっていましたら、環境課へご連絡
ください。

動物に関するご相談

　自分の空いている時間を使って、地域のために活躍する場
を紹介しています。また、ボランティアをしてほしいという要
望も受け付けています。

ボランティアセンターみずほ
問 ボランティアセンターみずほ�☎557-3036

　認知症や障がいなどにより、判断能力に不安がある方々の
相談をお受けし、成年後見制度の説明や手続きの支援を行い
ます。

権利擁護センターみずほ
問 権利擁護センターみずほ�☎557-8201
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▶ 施設の概要
待合室 10室（洋8・和2　定員24～48名）・待合ロビー
火葬炉等 火葬炉8炉（LPガス）

式場

大式場（150名）・中式場（70名）・小式場（40名）
※椅子席
※ 祭壇、花環等利用上の制限があります。詳しくは、組

合事務所にお問い合わせください。
保管室 4室
売店（喫茶
コーナー）

瑞穂町社会福祉協議会運営
※待合室での飲食は、売店の利用をお願いします。

駐車場 乗用車用246台（障がい者用5台、マイクロバス用6台）

▶ 受付・所在等

休館日 1月1日～1月3日
施設メンテナンスを行う友引日

受付時間 午前8時30分から午後8時まで電話による手続きがで
きます。

連絡先
瑞穂斎場　FAX  556-6843
売店（喫茶）コーナー　☎556-1429

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田244番地

■瑞穂斎場施設使用料一覧
▶ 式場

利用 大式場（150人）中式場（70人） 小式場（40人）

組合内
1日  5万円  4万円  3万円
2日 10万円  8万円  6万円

組合外
1日 10万円  8万円  6万円
2日 20万円 16万円 12万円

※組合内：瑞穂町・福生市・羽村市・入間市・武蔵村山市
※ 小式場のみ法要などでご利用いただけます（2カ月前から

受け付けます）。
※保管室：24時間単位
※ 仏式、神式、キリスト教などの祭壇は備えてあります（式場

使用料に含まれています）。
※待合室追加使用料：1室5,000円

火葬炉
待合室 保管室

12歳以上 12歳未満 死胎児
改装

組合内 無料 無料 2,000円
組合外 8万円 5万円 2万円 5,000円 4,000円

▶ 火葬炉等

葬儀

　瑞穂斎場は瑞穂町にあります。瑞穂町・福生市・羽村市・入間市・武蔵村山市の4市1町で運営しています。

瑞穂斎場� 問 ☎557-0064

※ 火葬の混雑状況等により、友引日も火葬業務を行いますが、
組合内の方のみとなります。
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